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日本図書館情報学会入会金・会費規程 

 

制定：2015 年 7 月 1日 

 

第 1条 本規程は，日本図書館情報学会規約第 14 条に基づき，入会金ならびに会費の年額

を定めることを目的とする。 

 

第 2条 本会の入会金は下記のとおりとする。 

  正会員  1,000 円 

  学生会員 1,000 円 

  団体会員 1,000 円 

 

第 3条 本会の会費年額は下記のとおりとする。 

  正会員   5,000 円 

  学生会員  2,000 円 

  団体会員 15,000 円 

  賛助会員 50,000 円 

 

 

付則 本規程は 2015 年 10 月 1日から施行する。 

 

 2 日本図書館情報学会会費規程（平成 4年 4 月 1日）は廃止する。 


